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次
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
申
請
に

よ
り
支
払
っ
た
医
療
費
か
ら
自
己
負

担
部
分
を
除
い
た
金
額
が
支
給
さ
れ

　
　
歳
未
満
の
人
が
入
院
す
る
と
き

７０
に
、
保
険
証
と
と
も
に
「
国
民
健
康

保
険
限
度
額
適
用
認
定
証
」
を
病
院

に
提
示
す
る
と
、
一
部
負
担
金
の
窓

口
で
の
支
払
い
が
自
己
負
担
限
度
額

ま
で
に
な
り
ま
す
＝
表
①
参
照
。

　
ま
た
、
市
民
税
非
課
税
世
帯
の
　７０

歳
以
上
の
人
は
、
保
険
証
、
高
齢
受

給
者
証
と
と
も
に
同
認
定
証
を
提
示

す
る
と
、
入
院
時
の
一
部
負
担
金
の

窓
口
で
の
支
払
い
が
自
己
負
担
限
度

額
ま
で
に
な
り
ま
す
＝
表
②
参
照
。

　
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
は
、
病
院
や
診
療
所
で
保
険
証
等
を
提
示

す
れ
ば
、
一
定
割
合
の
自
己
負
担
額
を
支
払
う
だ
け
で
診
察
や
治
療
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
こ
こ
で
は
そ
の
主
な
も
の
を
紹
介
し
ま
す
。

負
担
限
度
額
ま
で
と
な
り
ま
す
。

　
制
度
利
用
を
希
望
す
る
場
合
は
国

民
健
康
保
険
グ
ル
ー
プ
（
市
役
所
本

庁
舎
１
階
）
で
申
請
を
し
て
く
だ
さ

い
。
手
続
き
に
は
保
険
証
と
印
鑑
が

必
要
で
す
。

　
医
療
費
が
高
額
に
な
り
、
一
定
限

度
を
超
え
る
自
己
負
担
額
を
支
払
っ

た
場
合
、
申
請
を
す
れ
ば
そ
れ
を
超

え
た
額
を
支
給
し
ま
す
。

　
市
で
は
、
医
療
機
関
か
ら
送
ら
れ

て
く
る
診
療
報
酬
明
細
書
（
レ
セ
プ

ト
）
を
確
認
し
、
高
額
療
養
費
に
該

当
し
た
人
が
い
る
場
合
、
世
帯
主
宛

て
に
通
知
書
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

　
通
知
書
は
診
療
を
受
け
た
月
か
ら

３
カ
月
～
４
カ
月
後
に
届
き
ま
す
の

で
、
通
知
が
あ
り
ま
し
た
ら
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。
申
請
に
は
医
療
機
関

の
領
収
書
（
写
し
可
）
が
必
要
で
す

（
　
歳
以
上
の
通
院
の
領
収
書
は
不

７０
要
）
。

　
た
だ
し
、
同
認
定
証
の
交
付
を
受

け
ら
れ
る
の
は
、
保
険
料
の
滞
納
が

な
い
世
帯
か
保
険
料
の
滞
納
に
特
別

な
事
情
が
あ
る
世
帯
に
限
り
ま
す
。

　
な
お
、
市
民
税
課
税
世
帯
の
　
歳
７０

以
上
の
人
は
、
保
険
証
と
高
齢
受
給

者
証
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
入

院
時
の
一
部
負
担
金
の
窓
口
で
の
支

払
い
が
自
己
負
担
限
度
額
ま
で
に
な

り
ま
す
の
で
、
同
認
定
証
は
不
要
で

す
。
　
【
交
付
手
続
き
】
保
険
証
と
印
鑑

を
持
参
し
、
国
民
健
康
保
険
グ
ル
ー

プ（
市
役
所
本
庁
舎
１
階
）、
各
支
所

ま
た
は
ア
ク
タ
西
宮
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

へ　
※
支
所
で
申
請
し
た
場
合
は
交
付

ま
で
１
週
間
程
度
か
か
り
ま
す
。
即

日
交
付
を
希
望
す
る
場
合
は
市
役
所

高
額
療
養
費
の
支
給

高
額
療
養
費
支
払
資
金

　
　
貸
付
あ
っ
せ
ん
制
度

国保特集②

自己負担限度額区分

8万100円＋医療費が26万7000円を超えた場合
はその超えた分の1％を加算（4万4400円　※１）一般

15万円＋医療費が50万円を超えた場合はその超
えた分の1％を加算　　　　（8万3400円　※１）

上位所得者
（※2）

3万5400円　　　　　　　（2万4600円　※１）市民税非課税世帯

自己負担限度額
区分

外来＋入院（世帯単位）外来（個人単位）

4万4400円1万2000円一般

8万100円＋医療費が26万7000円を超えた場合
はその超えた分の1％を加算（4万4400円　※１）4万4400円現役並み

所得者（※４）

2万4600円8000円低所得者Ⅱ（※５）

1万5000円8000円低所得者Ⅰ（※６）
※１　過去12カ月の間に、高額療養費の支給が世帯で4回以上あった場合
　　　の4回目以降の限度額
※２　基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯に属する人
※３　75歳になった月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ
　　　2分の1ずつになります
※４　現役世代の平均的収入以上の所得がある人（課税所得が年145万円
　　　以上の人）とその世帯に属する人。ただし、次に該当する人は届出に
　　　より「一般」区分になります ▽年収が2人世帯などで520万円未満
　　　（70歳以上の国保被保険者1人と国保から後期高齢者医療に移行し
　　　た人がいる世帯を含む） ▽単身世帯で383万円未満の人
※５　市民税非課税世帯の人
※６　市民税非課税世帯で、世帯の所得が必要経費・控除（年金所得は控除
　　　額を80万円として計算）を差し引くと0円になる人

猿70歳未満の人 表①

猿70歳以上の人（※３） 表②

高額療養費の自己負担限度額（月額）

標準負担額（1食）区分

260円市民税課税世帯の人

210円90日までの入院市
民
税
非
課

税
世
帯
の
人

160円過去12カ月で90日を超える入院（※１）

100円所得が一定基準に満たない70歳以上の人（※２）

居住費（1日分）食費（1食）区分

320円

460円または
420円（※４）市民税課税世帯の人

210円65歳以上市
民
税
非
課

税
世
帯
の
人 130円所得が一定基準に満たない70歳以上の人（※２）

※１　日数は、市民税非課税のときの入院日数に限ります（申請の際は
　　　入院日数を証明する書類などが必要です）
※２　世帯主および世帯員全員が市民税非課税で、その世帯の各所得が
　　　必要経費・控除（年金所得は控除額を80万円として計算）を差
　　　し引くと0円になる人
※３　入院医療の必要性の高い人は表③の食事療養標準負担額が適用さ
　　　れます
※４　医療機関により異なりますので、どちらに該当するかは入院する
　　　医療機関に問い合わせください

猿食事療養標準負担額

猿生活療養標準負担額（※３）

表③

表④

本
庁
舎
で
申
請
を

　
一
般
病
床
等
に
入
院
す
る
場
合
、

入
院
時
の
食
事
代
の
う
ち
１
食
２
６

０
円
が
患
者
負
担
と
な
り
ま
す
。
た

だ
し
、
市
民
税
非
課
税
世
帯
の
人
が

「
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
を
病

院
に
提
示
す
る
と
、
食
事
代
が
減
額

に
な
り
ま
す
＝
表
③
参
照
。

　
　
歳
以
上
の
人
が
療
養
病
床
（
主

６５
に
慢
性
期
の
疾
患
を
扱
う
病
床
）
に

入
院
す
る
場
合
、
食
事
代
の
う
ち
１

食
４
６
０
円
ま
た
は
４
２
０
円
に
加

え
、
居
住
費
と
し
て
１
日
３
２
０
円

が
患
者
負
担
と
な
り
ま
す
。
た
だ

し
、
市
民
税
非
課
税
世
帯
の
人
が
同

認
定
証
を
病
院
に
提
示
す
る
と
食
事

代
が
減
額
さ
れ
ま
す
＝
表
④
参
照
。

　
通
院
等
で
一
部
負
担
金
が
高
額
に

な
り
、
支
払
い
が
困
難
な
場
合
、

「
高
額
療
養
費
支
払
資
金
貸
付
あ
っ

せ
ん
制
度
」
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ

り
、
一
部
負
担
金
の
支
払
い
が
自
己

　
平
成
　
年
　
月
よ
り
出
産
育
児
一

２１

１０

時
金
の
直
接
支
払
制
度
が
開
始
さ
れ

ま
し
た
。

　
被
保
険
者
が
保
険
証
を
医
療
機
関

に
提
示
し
、
直
接
支
払
制
度
の
利
用

に
関
す
る
合
意
文
書
へ
署
名
す
る
こ

と
で
、
一
時
金
　
万
円
（
産
科
医
療

４２

補
償
制
度
に
加
入
し
て
い
な
い
病
院

な
ど
で
出
産
し
た
場
合
は
　
万
円
）

３９

を
国
保
か
ら
医
療
機
関
に
直
接
支
払

い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
被
保
険
者

出
産
育
児
一
時
金
の
支
給

出出出出出出出出出出出出出出出出
産産産産産産産産産産産産産産産産
しししししししししししししししし
たたたたたたたたたたたたたたたた
とととととととととととととととと

出
産
し
た
と
ききききききききききききききききき
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庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵

の
窓
口
で
の
支
払
い
は
一
時
金
分
を

差
し
引
い
た
金
額
と
な
り
ま
す
。
ま

た
、
一
時
金
支
給
額
が
分
娩（
べ
ん
）

費
用
を
上
回
っ
た
場
合
は
、
申
請
に

よ
り
、
差
額
分
を
被
保
険
者
の
指
定

す
る
口
座
に
振
り
込
み
ま
す
。
申
請

用
紙
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
必
要
事

項
を
記
入
し
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
直
接
支
払
制
度
の
利
用
を

希
望
し
な
い
場
合
は
、
退
院
時
に
分

娩
費
用
を
全
額
支
払
い
、
後
日
国
民

健
康
保
険
グ
ル
ー
プ
へ
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。
申
請
す
る
と
き
は
、
領
収

書
・
医
療
機
関
か
ら
の
合
意
文
書
・

出
生
証
明
書
も
し
く
は
出
生
届
出
済

み
証
明
を
受
け
た
母
子
手
帳
・
印
鑑

（
認
印
）
・
振
込
先
の
口
座
番
号
が

分
か
る
も
の
が
必
要
で
す
。

　
災
害
・
休
廃
業
な
ど
の
特
別
な
事

情
で
、
一
時
的
に
生
活
が
困
窮
し
、

医
療
機
関
へ
の
一
部
負
担
金
の
支
払

い
が
困
難
な
人
は
、
３
カ
月
以
内
に

治
療
完
治
で
き
る
傷
病
で
あ
れ
ば
、

一
部
負
担
金
の
減
免
・
猶
予
が
受
け

ら
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
前
３
カ
月
の

収
入
状
況
や
面
談
に
よ
る
審
査
が
あ

り
ま
す
の
で
、
国
民
健
康
保
険
グ
ル

ー
プ
ま
で
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

　
交
通
事
故
な
ど
で
第
三
者
か
ら
傷

害
を
受
け
た
場
合
で
も
、
国
保
を
使

っ
て
医
療
機
関
に
か
か
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
そ
の
際
に
は
必
ず
国
民
健

康
保
険
グ
ル
ー
プ
に
届
け
出
て
く
だ

さ
い
。

　
被
保
険
者
が
亡
く
な
っ
た
と
き
、

葬
祭
を
行
っ
た
人（
喪
主
）に
葬
祭
費

と
し
て
５
万
円
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

一一一一一一一一一一一一一一一一
部部部部部部部部部部部部部部部部
負負負負負負負負負負負負負負負負
担担担担担担担担担担担担担担担担
金金金金金金金金金金金金金金金金

一
部
負
担
金
ががががががががががががががががが

支支支支支支支支支支支支支支支支
払払払払払払払払払払払払払払払払
ええええええええええええええええ
なななななななななななななななな
いいいいいいいいいいいいいいいい
とととととととととととととととと

　
　
支
払
え
な
い
と
ききききききききききききききききき

葬
祭
費
の
支
給

亡亡亡亡亡亡亡亡亡亡亡亡亡亡亡亡
くくくくくくくくくくくくくくくく
なななななななななななななななな
っっっっっっっっっっっっっっっっ
たたたたたたたたたたたたたたたた
とととととととととととととととと

亡
く
な
っ
た
と
ききききききききききききききききき

　
ま
た
、
高
額
療
養
費
の
支
給
に
該

当
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
に
通
知

が
届
か
な
い
場
合
は
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

　
国
保
と
介
護
保
険
の
自
己
負
担
額

が
高
額
に
な
っ
た
場
合
、
申
請
に
よ

り
国
保
の
世
帯
単
位
で
国
保
と
介
護

保
険
双
方
の
自
己
負
担
額
を
合
算

し
、
一
定
の
限
度
額
（
年
額
）
を
超

え
た
額
を
支
給
し
ま
す
。

　
平
成
　
年
８
月
診
療
分
か
ら
　
年

２２

２３

７
月
診
療
分
の
申
請
の
受
付
は
　
年
２３

　
月
以
降
と
な
る
予
定
で
す
。

１２
　
被
保
険
者
の
健
康
を
守
り
、
生

活
習
慣
病
を
予
防
す
る
た
め
、
人

間
ド
ッ
ク
の
助
成
を
行
っ
て
い
ま

す
。
な
お
、
費
用
助
成
は
年
度
内

に
１
回
に
限
り
ま
す
。

て
い
る
人
（
た
だ
し
、
受
診
年
度
の

５
月
　
日
ま
で
の
申
請
は
、
受
診
年

３１

度
の
前
々
年
度
ま
で
の
保
険
料
を
完

納
し
て
い
る
人
）
▽
④
受
診
年
度
内

の
特
定
健
康
診
査
受
診
券
を
持
っ
て

い
る
人
（
受
診
年
度
の
特
定
健
康
診

査
を
受
診
し
て
い
な
い
人
）

　
【
助
成
額
】
受
診
費
用
の
お
お
む

ね
６
割
を
市
が
負
担
（
市
立
中
央
病

院
・
１
泊
２
日
ド
ッ
ク
は
４
万
４
０

０
０
円
を
助
成
）

人
間
ド
ッ
ク

 費
用
を
助
成

　
【
受
診
場
所
】
市
立
中
央
病
院
、

西
宮
健
康
開
発
セ
ン
タ
ー
、
北
口
保

健
福
祉
セ
ン
タ
ー
検
診
施
設

　
【
申
込
】
受
診
を
希
望
す
る
医
療

機
関
で
予
約
を
し
た
後
、
必
ず
受
診

の
２
週
間
前
ま
で
に
、
保
険
証
と
特

定
健
康
診
査
受
診
券
を
持
参
し
、
国

民
健
康
保
険
グ
ル
ー
プ
（
市
役
所
本

庁
舎
１
階
）
、
各
支
所
ま
た
は
ア
ク

タ
西
宮
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
へ

　
【
対
象
】
申
込
時
に
次
の
①
～
④

の
全
て
に
該
当
す
る
人
（
市
立
中
央

病
院
の
半
日
肺
ド
ッ
ク
を
受
診
す
る

場
合
は
①
～
③
の
全
て
に
あ
て
は
ま

る
人
）
▽
①
受
診
年
度
の
４
月
１
日

に
お
け
る
国
保
加
入
者
で
、
受
診
日

ま
で
引
き
続
き
加
入
し
て
い
る
人
▽

②
受
診
年
度
中
に
　
歳
～
　
歳
に
な

４０

７５

る
人
（
　
歳
の
誕
生
日
の
前
日
ま
で

７５

の
受
診
に
限
り
ま
す
）
▽
③
受
診
す

る
前
年
度
ま
で
の
保
険
料
を
完
納
し

事事事事事事事事事事事事事事事事
故故故故故故故故故故故故故故故故
等等等等等等等等等等等等等等等等
にににににににににににににににに
遭遭遭遭遭遭遭遭遭遭遭遭遭遭遭遭
っっっっっっっっっっっっっっっっ
たたたたたたたたたたたたたたたた
とととととととととととととととと

事
故
等
に
遭
っ
た
と
ききききききききききききききききき

鞍 杏庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵

高
額
介
護
合
算

　
療
養
費
の
支
給

限
度
額
適
用

　
　
認
定
証
を
交
付

標
準
負
担
額

　
減
額
認
定
証
を
交
付

医医医医医医医医医医医医医医医医
療療療療療療療療療療療療療療療療
費費費費費費費費費費費費費費費費

医
療
費
ががががががががががががががががが

高高高高高高高高高高高高高高高高
額額額額額額額額額額額額額額額額

　
高
額
ににににににににににににににににに
なななななななななななななななな
っっっっっっっっっっっっっっっっ
たたたたたたたたたたたたたたたた

な
っ
た
ととととととととととととととととと
ききききききききききききききききき

医医医医医医医医医医医医医医医医
療療療療療療療療療療療療療療療療
費費費費費費費費費費費費費費費費
をををををををををををををををを
全全全全全全全全全全全全全全全全

医
療
費
を
全
額額額額額額額額額額額額額額額額額

自自自自自自自自自自自自自自自自
己己己己己己己己己己己己己己己己
負負負負負負負負負負負負負負負負
担担担担担担担担担担担担担担担担
しししししししししししししししし
たたたたたたたたたたたたたたたた
とととととととととととととととと

　
自
己
負
担
し
た
と
ききききききききききききききききき

療
養
費
の
支
給

場
合
、
保
険
適
用
に
は
な
り
ま
せ
ん

　
④
治
療
に
必
要
な
マ
ッ
サ
ー
ジ
や

は
り
・
き
ゅ
う
等
の
施
術
を
受
け
た

と
き（
医
師
の
同
意
書
が
必
要
で
す
）

　
⑤
期
間
が
１
年
以
内
の
海
外
渡
航

中
に
治
療
を
受
け
た
と
き
（
現
地
の

医
療
機
関
が
作
成
し
た
診
療
内
容
明

細
書
・
領
収
明
細
書
お
よ
び
領
収
書

等
と
そ
の
翻
訳
等
の
添
付
が
必
要
で

す
）

ま
す
。

　
①
保
険
証
を
持
参
し
て
い
な
か
っ

た
な
ど
特
別
の
事
情
で
医
療
費
を
全

額
自
己
負
担
し
た
場
合

　
②
コ
ル
セ
ッ
ト
な
ど
治
療
に
必
要

な
補
装
具
の
費
用
を
支
払
っ
た
場
合

（
医
師
の
意
見
書
が
必
要
で
す
）

　
③
骨
折
や
ね
ん
ざ
な
ど
に
よ
り
接

骨
院
で
治
療
を
受
け
た
場
合
　
※
柔

道
整
復
施
術
は
単
な
る
肩
こ
り
等
の

入入入入入入入入入入入入入入入入
院院院院院院院院院院院院院院院院
しししししししししししししししし
たたたたたたたたたたたたたたたた
とととととととととととととととと

入
院
し
た
と
ききききききききききききききききき


